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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３１年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年６月８日 ０４時００分ごろ 

発生場所 島根県浜田市津摩
つ ま

漁港北西方沖 

 石見
い わ み

津摩港沖防波堤灯台から真方位３０３°８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５１.８′ 東経１３２°００.３′） 

事故の概要  瀬渡船幸
さち

丸は、航行中、暗礁に乗り揚げた。 

 幸丸は、右舷船首部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年６月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 幸丸、４.０トン 

 ＳＮ３－１６６７７（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.４０ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０９.６kＷ、昭和６０年９月１７日 

 第２７２－１２６８６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年６月１１日 

  免許証交付日 平成２９年５月２３日 

         （平成３４年９月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷船首部船底外板に破口を伴う擦過傷、推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約２７cm

（浜田） 

太陽及び月：日出時刻 ０４時５７分ごろ、常用薄明開始時刻 ０４ 

時２８分ごろ、月出時刻 ０１時１７分ごろ、月齢 ２ 

３.６ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、法定灯火を表

示して平成３０年６月８日０３時３５分ごろ浜田市浜田港の係船場所

を出航し、０３時４５分ごろ浜田港沖防波堤に釣り客１人を降ろした

後、津摩漁港北西方沖に位置するかぶと
．．．

と呼称される岩礁に向かっ
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た。 

本船は、船長が、操舵室内の操舵席上に立って天窓から上半身を出

し、目視による見張りを行いながら、主機を全速力前進として手動操

舵により航行し、津摩漁港北西方沖に至り、ゆる
．．

瀬と呼称される岩礁

の西方沖約５０ｍで半速力前進とするとともにかぶと
．．．

に向かう針路と

するつもりで左転した。 

船長は、周辺が暗く、目視で周囲の確認が困難な状況であったが、

これまでの航行経験からかぶと
．．．

が近くなったと思い、微速力前進とし

て航行中、０４時００分ごろ衝撃を感じて周囲を見たところ、うま
．．

瀬

と呼称される岩礁北東方の暗礁を乗り越えたことを知った。 

船長は、釣り客２人の安否及び船体の損傷状況を確認したところ、

負傷者がおらず、前部甲板の道具入れの浸水を認めたが、自力航行が

可能な状況であったので、本船をかぶと
．．．

に寄せて釣り客２人を降ろし

た。 

本船は、船長が、釣り客２人の迎えを僚船に依頼した後、自力で航

行して係船場所に帰った。 

船長は、帰港後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大） 参照） 

 その他の事項 本事故の発生場所付近は、５ｍ等深線の内側に水深や標高が不明の

暗礁、岩礁など危険な障害物が多数散在する海域である。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

船長は、平成元年ごろから本船の船長として乗船し、周年昼夜を問

わず、本事故の発生場所付近の航行経験が幾度もあり、また、平成２

５年ごろ搭載していたＧＰＳプロッターを親族に譲る目的で取り外し

てからは、陸岸の地形を見ながら目視のみで船位を確認しており、夜

間航行中に船位の確認が困難な状況であった。 

船長は、ふだん、ゆる
．．

瀬西方沖からかぶと
．．．

に向かう際、昼間は約１

５°左転してあご
．．

島を左舷船首方に見る針路で航行し、また、夜間は

あご
．．

島が見えないので、昼間と同じ感覚を頼りにおおよそ１５°左転

して航行し、昼間と同じ針路としたつもりで航行していた。 

船長は、本事故当時、ゆる
．．

瀬西方沖でふだんどおりに左転して航行

したつもりなので、いずれあご
．．

島を目視できると思って航行を続け

た。 

船長及び釣り客３人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、津摩漁港北西方沖のゆる
．．

瀬西方沖において、船長が、夜間
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に船位及び周囲の状況の確認が困難な状況で航行したことから、かぶ
．．

と
．
に向けて左転したつもりでうま

．．
瀬北東方の暗礁に向かっていること

に気付かず、同瀬北東方の暗礁に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、ふだんどおりに左転したつもりなので、いずれあご
．．

島を目

視で確認できると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、津摩漁港北西方沖のゆる
．．

瀬西方沖におい

て、船長が、船位及び周囲の状況の確認が困難な状況で航行したた

め、かぶと
．．．

に向けて左転したつもりでうま
．．

瀬北東方の暗礁に向かって

いることに気付かず、同瀬北東方の暗礁に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船は、夜間等に船位及び周囲の状況が確認できるＧＰＳプロ 

ッター、レーダー等の航海計器を備えること。 

 ・事故発生後、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 

 

 

 

 

本船の予定進路 

事故発生場所 

（平成３０年６月８日 

０４時００分ごろ発生） 

 

本船の進路 

本船の進路 

事故発生場所 

（平成３０年６月８日 ０４時００分ごろ）発生 

海里（Ｍ） 


